
 

 
2025年３月 28日 

各    位 

会  社  名  リリカラ株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長執行役員 山田 俊之 

（コード番号９８２７） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也 

電   話 ０３－３３６６－７８４５ 

 

 

支配株主等に関する事項について 

 

 当社の親会社である株式会社ティーケーピーについて、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりま

すので、お知らせいたします。 

記 

１．親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社の商号等 

（2024年 12月 31日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社ティーケーピー 親会社 53.0 － 53.0 
・株式会社東京証券取引所 

グロース市場 

 

２．親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 

（１）親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や 

人的関係、資本関係等 

親会社である株式会社ティーケーピーは、空間再生流通事業が主要な事業の内容であり、当社はイン

テリア事業及びスペースソリューション事業、不動産投資開発事業を主たる業務としています。 

2025年３月28日現在、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）９名のうち、以下の２名が株

式会社ティーケーピーの役職を兼務しています。 

 

（役員の兼務状況） 

 

役職 氏名 親会社における役職 就任理由 

取締役副社長執行役員 岡田 卓哉 
株式会社ティーケーピー 

常務執行役員 

株式会社ティーケーピーの要職を歴任し、同社

の常務執行役員として営業全般を統括してき

たことから、同社とのシナジー創出に貢献いた

だけるものと考えられるため 

取締役執行役員 髙木 寛 
株式会社ティーケーピー 

執行役員 

株式会社ティーケーピーの要職を歴任し、同社

の執行役員内部統制担当としてガバナンスを

統括してきたことから、当社の更なるガバナン

ス強化に貢献いただけるものと考えられるた

め 



 

 

（出向者の受入れ状況） 

該当事項はありません。 

 

（２）親会社の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、また、親会社等やその

グループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響 

 当社は、株式会社ティーケーピーのオフィス改装等を当社が請負うことや同社関連企業との協業によ

るシナジーの推進を考えています。 

このような中、当社の取締役２名が株式会社ティーケーピーの役職と兼務をしていますが、当社の意

思決定に関して同グループの承認は必要なく、当社が独自に経営の意思決定を行っております。但し、

親会社で当社議決権の53.0％を所有していますので、株主総会が必要となる全ての事項の決定に関し

て、同社が影響を与える可能性があります。 

 

（３）親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社は、株主の権利を確保し、株主との共同利益を向上させるため、2021年３月に監査役会設置会社

から監査等委員会設置会社に移行しております。 

監査等委員会設置会社である当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名に対し、監査

等委員である取締役を３名としており、うち２名が社外取締役であります。社外取締役を選任すること

で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、監査等委員会では取締役の職務執行に

対する独立性の高い監査体制を構築しております。 

経営戦略の大きな方向性は取締役会で策定され、日常的な経営の執行は常勤の執行役員で構成される

経営会議が担っております。 

これらの体制を構築することによって、親会社からの一定の独立性の確保を図っております。 

 

（４）親会社からの一定の独立性の確保の状況 

当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役３名のうち２名が独立社外取締役であ

ります。経営の意思決定機関としての取締役会と監督機関としての監査等委員会、及び取締役会における

意思決定に基づく業務執行を機動的に実行することを目的とした執行役員制度をそれぞれ備えています。

加えて、独立社外取締役を複数名選任し、取締役の業務執行状況の監督機能を強化しており、コーポレー

トガバナンスが十分に機能する体制を整備しています。 

これらの体制の整備によって、親会社からの一定の独立性は確保されています。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

当社の最近事業年度（2024年 12月期）において、支配株主等との間に開示すべき重要な取引はありませ

ん。 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

少数株主と利益が相反することが懸念される重要な取引・行為については、新規取引開始時及び既存取引

の更新時において、独立社外取締役２名を含めた取締役会の決議を経た上で行うこととしており、これによ

り少数株主の保護に努めております。 

以 上 


